
カーボンニュートラル実現に向けた世界的な取組加速に軌を一にする形で、日本政府においても2020年12月に「2050年
カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定されました。

これを受けて、今般、産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設され、企業による短期・中長期の脱炭素化投資へ
の税制支援措置として、主務大臣が認定した場合に、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に
対し、税額控除または特別償却が適用されることとなりました（2026年3月末まで）。

今後、企業におけるカーボンニュートラルの実現に向けては、適切な税務戦略に基づき税制のメリットを計画的・効果的に
享受することが一層重要となります。
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投資対象のイメージ

生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

• 事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備

【エネルギー管理設備】

〈計画イメージ〉

生産ライン①
生産設備

生産ライン②
生産設備

生産ライン③
生産設備刷新

新規導入

生産工程

▶ 古くなったファンを最新のもの
に交換

▶ 初年度は設備構築準備

▶ 工場の主要機械装置を燃費
の良い最新のものに更新

▶ 太陽光発電設備を導入



カーボンニュートラルに向けた投資に関して税制メリットを享受するためには、産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣の
事前認定を得る必要があるなど、将来を見据えた投資の計画化と実施が必要となります。

事業適応計画
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の枠組みとタックスベネフィット

課税の特例の内容

【業所管大臣による計画の認定】

生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

▶ 生産工程等の脱炭素化と炭素排出量1単位当たりの付加
価値額（炭素生産量※）の目標を一定割合向上させる計画
であること

• 大企業：15%以上又は20%以上の向上

• 中小企業者：10%以上又は17%以上の向上

※ 炭素生産性＝付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）／

エネルギー起源二酸化炭素排出量（生産工程効率化等設備に
関する命令の規定を準用）

（主な支援措置）

課税の特例（特別償却、税額控除）、金融支援

認定された事業適応計画に基づく脱炭素化効果の大きい設備
投資について、以下の措置を講じる。

特別償却
税額控除

対象設備*
中小企業者大企業

50%

10%
（目標が10%～

17%向上の場合）

5%
（目標が15%～

20%向上の場合）

機械装置

器具備品

建物附属設備

構築物

車両及び運搬
具（一定の鉄道
用車両に限る）

14%
（目標が17%以上
向上の場合）

10%
（目標が10%以上
向上の場合）

* 導入される設備が事業所の炭素生産性を1%向上させることを満たす必要

* 市場に流通している照明設備及び対人空調設備は対象外

※設備投資総額の上限：500億円

（注）税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%。（戦略
分野国内生産促進税制の控除額と合わせて最大40%）

EYが提供する主なサービス

税制適用判断

• 生産工程効率化等設備に該当する設備投資等について、事業適応
計画の認定を受けるための要件充足に関する判断を支援
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事業適応計画の認定申請

• 「事業適応計画の認定申請書」の策定支援

• 事業適応の目標

• 事業適応の内容及び実施時期

• 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程

税
務
申
告 実施状況の報告

• 「認定事業適応計画の実施状況報告書」の
策定支援

• 事業適応計画の目標の達成状況

• 実施した事業適応計画の内容及び適用を
受けた支援措置の内容


